
議案第２号 

 

 

   教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部改正について 

 

 教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部改正について、別紙のとおり議決を

求めます。 

 

 

 

 令和元年９月１１日 

 

 

 

                鳥取県教育委員会教育長 山 本 仁 志 



◇鳥取県教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令 

１ 訓令の改正理由 

工業標準化法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

２ 訓令の概要 

(１) 用紙の大きさに係る注意書きを削除する。 

(２)  施行期日は、公布の日とする。 

 

 

  



 

教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令 

 

 教育委員会事務部局職員の任免発令規程（昭和44年鳥取県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

第１号様式（第２条関係） 

辞 令 書 

 略 
 

 

第１号様式（第２条関係） 

辞 令 書 

 略 

(注) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

第３号様式（第４条関係） 

人 事 異 動 通 知 書 

 略 

上記のとおり発令されたので通知する。 

年 月 日 

鳥取県教育委員会教育長 

 

第３号様式（第４条関係） 

人 事 異 動 通 知 書 

 略 

上記のとおり発令されたので通知する。 

年 月 日 

鳥取県教育委員会教育長 

履歴書 
 給与

原簿 

 
照合 

   

(注) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

  

附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 


